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 令和６年１１月２２日 市政記者クラブ提供資料 

 

鈴鹿市福祉医療費助成制度の制度改正に係る手続きの開始について 

 

１ 制度改正の趣旨及び内容 

 子育て世代の経済的な負担の軽減により子育て支援の一層の充実を図るため、子ども医療

費の助成対象を拡大する。 

  

〇子ども医療費助成制度の対象年齢を 18歳到達年度末まで拡大（現物給付方式） 

   新たに子ども医療費対象となる高校生年代対象者：５，５００人の内、 

   新規申請対象者（現在高校１・２年生）：３，５００人に申請書を発送 

年間影響額：約１５０,０００千円 

 

２ 今後のスケジュール（予定） 

  令和６年１１月末   新たに子ども医療費対象となる方約３，５００人へ申請書 

             を発送・順次受付 

             ※現在中学３年生の約２，０００人については自動更新として、 

申請の手続きは不要とする（発送対象外） 

新規対象者資格登録 

  令和６年１２月    広報すずか１２月５日号 情報館掲載予定 

             医療機関等への周知・ポスター掲示依頼 

  令和７年 ３月末   新規対象者受給資格者証の発送 

  令和７年 ４月    対象年齢拡大実施 

 

３ 施行日 令和７年４月１日（令和７年４月診療分から適用） 

   

   

 

【問い合わせ先】 

福祉医療課 市川・堀内  直通電話 059-382-2788 


